
１．平成２２年度上半期 契約金額及び件数に関する統計について
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平成２２年４月１日～平成２２年９月３０日
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３

契 約件 名 ： 皇居石垣管理工事

契約相手方： 株式会社相川造園

契 約金 額 ： ７，３５０，０００円

契約締結日： 平成２２年６月８日

契 約件 名 ： 磁気共鳴断層撮影装置保守

契約相手方： 東芝メディカルシステムズ株式会社

契 約金 額 ： １１，９７０，０００円

契約締結日： 平成２２年４月１日

契 約件 名 ： 正倉院宝物写真デジタル化業務

契約相手方： 安井工業写真株式会社

契 約金 額 ： ３９６，９００円

契約締結日： 平成２２年８月２６日

一般競争入札

最低価格落札方式 ３

宮内庁契約監視委員会 第７回会議

開 催 日 及 び 場 所
平成２２年１２月８日(水）

宮内庁第一会議室

委員長 大森政輔 （弁護士）

委 員 友永道子 (公認会計士）

委 員 石野秀世 （独立行政法人 産業技術総合研究所監事）

委 員

審 議 対 象 期 間

抽出案件

随意契約の包括的承認について

会 議 概 要
会計検査院からの不当事項の指摘について

石野抽出委員より抽出結果報告

抽出議案概要説明（各担当課長）

抽出議案審議



２

契 約件 名 ： 皇居吹上浄水場濾過池濾過砂入替ほか工事

契約相手方： 誠和光建株式会社

契 約金 額 ： ５，０９２，５００円

契約締結日： 平成２２年６月１０日

契 約件 名 ： ティアラ等の製造 一式

契約相手方： 株式会社和光

契 約金 額 ： ２８，５６０，０００円

契約締結日： 平成２２年６月３０日

随意契約 ３

契 約件 名 ： Ｘ線分析装置保守業務

契約相手方： スペクトリス株式会社パナリティカル事業部

契 約金 額 ： ２，２２６，０００円

契約締結日： 平成２２年４月１日

契 約件 名 ： 宮殿豊明殿ほか保全整備工事

契約相手方： 鹿島建設株式会社東京建築支店

契 約金 額 ： ２２，５７５，０００円

契約締結日： 平成２２年６月２２日

契 約件 名 ： 白葡萄酒コップ他の製造（７種類，２４０点）

契約相手方： カガミクリスタル株式会社

契 約金 額 ： ５，０７７，８００円

契約締結日： 平成２２年７月１３日

企 画 競 争 型 方 式

指名競争入札

１

２最低価格落札方式

２特 命 随 意 契 約



○

○

○

○ 委員の任期（１年間）満了に伴い，全委員が再任を了承した。

平成２３年６月に開催予定とされた。

特になし。

指名競争入札時における業者指名の基準方法について，もう少し検
討をした方がよいのではないかと思う。

その他詳細は別紙のとおり。

委員会による意見の具申
又は勧告の内容

○ 次回の契約監視委員会の日程について

委員からの意見・質問等



別 紙

１．一般競争入札の抽出案件 ①

（１）皇居石垣管理工事（最低価格落札方式）

※応札者が１者の案件

【契約の概要】

本工事は，皇居内石垣の維持管理として，除草を年間３回施工するものである。

意見・質問 回 答

・参加資格条件を満たす者は何者くらいい ・都内で石垣を管理しているのは当庁と環

たのか。 境省の皇居外苑管理事務所くらいしかな

いので，実績業者は少ないと思うが，具

体的に何者いるのかまでは把握していな

い。

・３者応募したうち２者を排除したという ・そういう面はあるかもしれないが，従前

のは，履行実績で業者がかなり絞られて はＡランク業者も含めた指名競争入札を

いたのではないか。一般競争といいなが 行っていた。今年度から一般競争入札に

らも参加資格条件によって非常に門戸が したため，規則によりＢ・Ｃランク業者

狭まっているのではないか。 のみが対象となり，応募が少なかったと

いうこともある。皇居の石垣は，１０ｍ

以上でかなり直角に近い石垣面を除草す

ることで，それなりの技術・経験が必要

であり，１０ｍ以上の工事実績を持って

いる者という参加資格条件にしている。

来年度以降は条件の見直し等の検討が必

要と思われる。

・環境省での工事発注時の仕様条件がどう ・検討する。

なっているかも含めて今後の検討課題と

してみたらどうか。



１．一般競争入札の抽出案件 ②

（２）磁気共鳴断層撮影装置保守（最低価格落札方式）

※応札者が１者で落札率が９９％超の案件

【契約の概要】

平成１８年１２月，当庁宮内庁病院に導入した同機器の保守契約。薬事法に従い保

守業者は１者に限らないことから入札を行うもの。

意見・質問 回 答

・一般競争を行っているが，製造メーカー ・制度上，修理業の許可を受けていれば可

以外の他社ができるのか。 能である。

・しかしながら，特定保守管理医療機器に

指定される高度な医療機器の保守業務

は，製造メーカーが行うというのが一般

的のようである。

・見積書の価格検討として，他の病院の機 ・本体機器は同じでも，周辺機器を含めた

器との比較はできないのか。 システム構成が同様の例は少なく，比較

することは難しい。

・見積価格が一式では，価格検証のしよう ・現行業者に相談してみる。

がないので，詳細な見積書を取得するよ

うに。

・機器の稼働率はどの程度か。 ・年間２００件弱と聞いている。１人の患

者に対し複数回撮影することもあり，人

数はもう少し下回る。

・機器の金額はいくらか。 ・リース契約で，年間１，５００万円程度

である。



１．一般競争入札の抽出案件 ③

（３）正倉院宝物写真デジタル化業務（最低価格落札方式）

※低落札率となった案件

【契約の概要】

正倉院宝物は，長年にわたり職員による学術的研究が行われてきたが，その写真資

料の大半はガラス乾板やＸ線フィルム等であり，内外研究者への情報提供には十分対

応できない状態である。また，平成１４年度から正倉院宝物管理システムを立ち上げ，

宮内庁ＨＰで宝物の紹介を行っているが，公開できる点数が少量であるため，公開点

数の増加希望が多々寄せられた。よって，現整理済み宝物約９千点の写真資料（ガラ

ス乾板，Ｘ線フィルム等）のデジタルデータ化を行い，正倉院宝物管理システムの更

なる充実を図り，内外研究者はもとより広く国民の希望に応える形にしていくため，

平成１７年度から実施している。

意見・質問 回 答

・成果品はＣＤみたいなものか。 ・ＣＤまたはＤＶＤになる。

・デジタルカメラで撮るのか。 ・昨年まではスキャナーだったが，最近は

カメラが優秀になってきたので，カメラ

で撮影する方法とした。

・この落札率だととても履行可能とは思え ・この業者は必要となるカメラ機材等を保

ないが。 有し，また，当庁での実績はないが，他

の機関等での実績はあったので，履行可

能と判断した。

・予定価格の積算は。 ・業者見積りを３者から徴収し，そのうち

最低の価格に対して査定を行い算出し

た。

・スキャナーからカメラに替えたことで単 ・見積りを徴収した業者には，今年度の仕

価の違い等はあったのか。 様を説明したうえで見積りを徴収してい

る。

・まさに低入札価格調査の対象だったの ・本来，予定価格が１，０００万円を超え

か。 ると低入札価格調査の対象のため，本件

に関しては低入札調査対象の案件ではな

いが，それに倣って業者への調査を行い，

履行可能と判断したもの。

・極めて高い競争が働いたと。 ・そうだと考えられる。



２．指名競争入札の抽出案件 ①

（１）皇居吹上浄水場濾過池濾過砂入替ほか工事（最低価格落札方式）

※落札率が９９％超の案件

【契約の概要】

本工事は，吹上浄水場濾過池濾過砂の濾過能力を保つため表面の汚砂を掻き取り搬

出し，新規濾過砂の補充（１回）及び汚砂掻き取り搬出（３回）を行うものである。

また，濾過池周辺の草取り（３回）も併せて行う。

意見・質問 回 答

・実績を有する業者という条件でやってい ・陛下の御動静等に関係のない地区におけ

ると，３者から増えないと思う。 る一般競争や指名競争での新規業者の実

績を考慮することにより実績を有する業

者を増やそうと努力しているところで，

長いスパンで見ると業者数は増えていく

ものと考えている。

・陛下の御動静の配慮が十分されるかどう ・頻度は異なるが，吹上地区以外でも御動

かということを実績と見ているのであれ 静があり，また，皇宮警察との関係など

ば，御動静に関係のないところで実績を 宮内庁の特殊な実情を経験することとな

積んだとしても，実績といえるのか。少 る。

し矛盾しているように思えるが…。

・受注実績を見ると，この工事は頻繁には ・毎年実施している工事だが，過去の実績

行われていないのか。 業者が倒産や廃業してしまったという事

情もある。

・入札結果を見ると，１位と２位の差が１ ・落札価格を入札時に発表しているため，

万円しかない。これは何かがあったので 昨年度，指名競争入札に参加した者は，

はないかと疑いたくなるが…。 その落札額を把握しており，予定価格を

類推しやすいものと考えられる。



２．指名競争入札の抽出案件 ②

（２）ティアラ等の製造 一式（最低価格落札方式）

【契約の概要】

平成２３年１０月２３日に御成年に達せられる眞子内親王殿下の御活動に必要な宝

飾品を製造するもの。

意見・質問 回 答

・２者以外の他業者はできないのか。 ・従前は，㈱ミキモトのみ製造可能であっ

たため同社と随意契約を締結していた

が，調査の結果，㈱和光でも製造可能と

いうことが判明したので，それ以降，２

者の指名競争入札としている。現時点に

おいて，２者以外から，指名されるため

に必要な要件を具備している旨の申し出

は受けていない。限られた期間内に，こ

れだけの品を一度に製造するのは，他社

では困難なようである。



３．随意契約の抽出案件 ①

（１）Ｘ線分析装置保守業務（公募型方式）

【契約の概要】

正倉院宝物は，金属，石，顔料，動物，植物等様々な材料が使用されている。この

うち金属，石，顔料等の無機材料を総合的に化学組成及び結晶組成から調査する措置

として，Ｘ線分析装置を使用している。本装置により，これまで数多くの宝物調査を

実施し，８世紀の無機材料に関する確実な基礎データを提供し，これまでの定説を覆

すこともあり，その成果は毎年正倉院紀要で発表し，内外より高い評価を得ている。

その装置の円滑な運用を行うために，年間の保守契約を行うものである。

意見・質問 回 答

・装置を作ったときの仕様はオーダーメイ ・そうだ。Ｘ線分析装置は市場にもあるが，

ドしたのか。 それを宝物の調査用に改造したもの。

宝物自体，色々な形のものがあるので，

それに対応可能なものに改造した。ただ

し，機器の基本的な部分は改造していな

い。

・それであれば随意契約でなくてもいいの ・そこで参加者の有無を確認するための公

ではないか。 募を行ったところ，他社から手は上がら

なかった。

・そろそろ更新時期を迎えるのか。 ・現在の装置は平成１１年度に更新したも

のであるが，高額な機器でもあり，その

前の装置は１４～１５年使用していた。

・契約金額は毎年同額か。 ・少し前は違っていたが，ここ数年は同額

での契約となっている。



３．随意契約の抽出案件 ②

（２）宮殿豊明殿ほか保全整備工事（特命随意契約）

【契約の概要】

本工事は，宮殿豊明殿の（バルコニー手摺取替，蒸気減圧弁取替，熱交換機改修，

空調機活性炭取替），設備管制所（壁修繕，真空暖房ポンプ更新），東渡り廊下職員

手洗所（照明及び衛生器具取替）整備を行う工事である。

意見・質問 回 答

・宮殿の他の場所での保全整備工事は行っ ・今年は，７月に宮殿正殿の保全整備工事

ているのか。また，その請負業者はどこ （ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｼｬｯﾀｰ取替等）を竹中工務店と

か。 特命随契で，８月末に宮殿長和殿（絨毯

の敷替等）の保全整備工事を清水建設と

特命随契で行っている。

・金額的には同じようなものか。 ・大体同じ。

・この随意契約は今後も続くのか。 ・宮殿も造営から相当経過しているので，

設備関係も含めた保全整備が必要であ

り，その都度特命随契で契約することと

なる。

・積算はどうしているのか。 ・国土交通省の積算基準方法に準じて行っ

ている。



３．随意契約の抽出案件 ③

（３）白葡萄酒コップ他の製造（７種類，２４０点）（特命随意契約）

【契約の概要】

御所招宴用洋食器（グラス類３０セット）を製造するもの。長期にわたり納入実績

があり，唯一，今回のデザインの特徴である「グラヴィール彫刻」を施すことが可能

な「カガミクリスタル㈱」と随意契約をした。

意見・質問 回 答

・今回作成した「麦」柄の模様の他には， ・御所用のグラスとして「茅（かや）」模

グラヴィール彫刻としてどんな模様があ 様の柄がある。宮殿用のグラスは華やか

るのか。 さがあるが，御所用のグラスにはシンプ

ルなデザインの中に繊細さや上品さがあ

る。

・日本の伝統的な江戸切子は使われていな ・切子模様のものも中にはある。

いのか。

・グラヴィール彫刻は初めてか。 ・前回にも作ったものはある。宮殿用グラ

スの多くは，グラヴィール彫刻を施して

いる。

・グラスの消耗度はどの程度か。 ・なるべく壊さないように大切に扱ってい

る。宮中晩餐に使用するグラス類の中に

は明治時代のものもあり，良いものはで

きるだけ長く使用していきたい。グラス

類の縁が少しチップした程度なら修理を

しながら使用している。


